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議 案 番 号 件        名 関 係 部 等 頁 

議案第５１号 令和４年度木更津市一般会計補正予算（第３号） 財 務 部 別冊 

議案第５２号 
令和４年度木更津市国民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 
市 民 部 別冊 

議案第５３号 
令和４年度木更津市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号） 
市 民 部 別冊 

議案第５４号 
令和４年度木更津市介護保険特別会計補正予算（第

１号） 
福 祉 部 別冊 

議案第５５号 
令和４年度木更津市公設地方卸売市場特別会計補正

予算（第２号） 
経 済 部 別冊 

議案第５６号 令和３年度木更津市歳入歳出決算の認定について 財 務 部 １ 

議案第５７号 木更津市教育委員会委員の任命について 総 務 部 ２ 

議案第５８号 木更津市公平委員会委員の選任について 総 務 部 ３ 

議案第５９号 木更津市保育士修学資金貸付条例の制定について 健康こども部 ４ 

議案第６０号 
附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
市 長 公 室 ８ 

議案第６１号 手数料条例の一部を改正する条例の制定について 総 務 部 ９ 

議案第６２号 
木更津市職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 
総 務 部 １３ 

議案第６３号 
木更津市金田地域交流センターの設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 
市 民 部 １６ 

議案第６４号 
木更津市営体育施設の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 
健康こども部 １７ 

議案第６５号 
木更津市子育て支援センターの設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 
健康こども部 ２０ 



 

議案第６６号 財産（土地）の取得について 教 育 部 ２２ 

議案第６７号 工事請負契約の締結について 都 市 整 備 部 ２３ 

議案第６８号 工事請負変更契約の締結について 都 市 整 備 部 ２４ 

議案第６９号 

千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体

の数の増加及び千葉県市町村総合事務組合規約の一

部を改正する規約の制定に関する協議について 

総 務 部 ２５ 

議案第７０号 
令和４年度木更津市下水道事業会計補正予算（第１

号） 
都 市 整 備 部 別冊 

議案第７１号 令和３年度木更津市下水道事業決算の認定について 都 市 整 備 部 ２６ 

 



議案第５６号 

令和３年度木更津市歳入歳出決算の認定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、次の令和３年度木更

津市歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

令和４年８月２５日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

令和３年度木更津市歳入歳出決算 

１ 木更津市一般会計歳入歳出決算 

２ 木更津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

３ 木更津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

４ 木更津市介護保険特別会計歳入歳出決算 

５ 木更津市公設地方卸売市場特別会計歳入歳出決算 

附属書類 

１ 令和３年度各会計歳入歳出決算事項別明細書 

２ 令和３年度各会計実質収支に関する調書 

３ 財産に関する調書 

４ 令和３年度決算に係る主要施策成果説明書 

５ 令和３年度基金運用状況調書 

提案理由 

令和３年度木更津市歳入歳出決算の認定を受けようとするものである。 
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議案第５７号 

   木更津市教育委員会委員の任命について 

 木更津市教育委員会の委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

住 所 氏 名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 豊 田  雅 之 □□□□□□□□□□ 

令和４年８月２５日提出 

                       木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市教育委員会委員豊田雅之氏の任期満了に伴い、同氏を再度任命しようとするものであ

る。 
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議案第５８号 

   木更津市公平委員会委員の選任について 

 木更津市公平委員会の委員に次の者を選任したいので、地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求める。 

住 所 氏 名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 渡 邉  秀 孝 □□□□□□□□□□ 

  令和４年８月２５日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市公平委員会委員白石哲也氏の任期満了に伴い、新たに渡邉秀孝氏を選任しようとする

ものである。 
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議案第５９号 

木更津市保育士修学資金貸付条例の制定について 

木更津市保育士修学資金貸付条例を次のように制定する。 

  令和４年８月２５日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

木更津市保育士修学資金貸付条例 

（目的） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１８条の６第１号に規定する

指定保育士養成施設（以下「指定保育士養成施設」という。）に修学し、将来市内に所在する

保育所等において保育士として勤務しようとする者に対し、予算の範囲内においてその修学に

必要な資金（以下「修学資金」という。）を貸し付け、支援することにより、市内における保

育士の確保を図ることを目的とする。 

（貸付要件） 

第２条 修学資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 市内に住所を有している者（市内に住所を有していた者で、修学のため市外に住所を有し

ているものを含む。）で、指定保育士養成施設に在学しているもの又は市外に住所を有して

いる者で、市内に所在する指定保育士養成施設に在学しているもの 

⑵ 指定保育士養成施設を卒業した後、市内に所在する保育所その他の規則で定める施設（以

下「保育所等」という。）において、規則で定める雇用形態により、保育士として勤務する

意思がある者 

⑶ 市外に所在する保育所等への勤務を要件とした貸付け及び他の職種になることを要件とし

た貸付けを受けていない者 

（貸付金額） 

第３条 修学資金の貸付金額は、月額３０，０００円以内とする。ただし、修学資金の貸付けを

受ける者１人につき７２０，０００円を限度とする。 

 （利息） 

第４条 修学資金には、利息を付さない。 

（貸付対象期間） 
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第５条 修学資金の貸付対象期間は、在学する指定保育士養成施設の正規の修学期間のうち、次

条第１項の規定による申請を行った日の属する年度の４月以後の期間を対象とする。ただし、

災害、疾病その他やむを得ない事由により、正規の修学期間後においても在学することとなっ

たときは、この限りでない。 

（貸付けの申請及び決定） 

第６条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより連帯保証人１名を

立て、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、 

その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。 

（貸付けの決定の取消し） 

第７条 市長は、修学資金の貸付けを受けた者（以下「借受人」という。）が次の各号のいずれ

かに該当するときは、修学資金の貸付けの決定を取り消すものとする。この場合において、市

長は、当該事由が生じた日の属する月の翌月分から修学資金の貸付けを行わないものとする。 

⑴ 死亡したとき。 

⑵ 修学資金の貸付けを辞退したとき。 

⑶ 第２条に規定する要件を欠くに至ったとき。 

⑷ 偽りその他不正な手段により修学資金の貸付けを受けたとき。 

⑸ その他市長が修学資金の貸付けを受けることが不適当と認めるとき。 

２ 借受人は、修学資金の貸付けを辞退するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければなら

ない。 

（貸付けの停止） 

第８条 市長は、借受人が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学する日の属す

る月の前月までの間は、修学資金の貸付けを停止することができる。 

２ 借受人は、休学及び復学したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。 

（返還） 

第９条 借受人は、指定保育士養成施設を卒業したとき又は第７条第１項の規定により修学資金

の貸付けの決定が取り消されたときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して５

年を限度とした期間内に、月賦又は半年賦の均等払方式により、借り受けた修学資金を返還し

なければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。 
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２ 前項の規定にかかわらず、市長は、借受人が修学資金を返還すべき日までに返還しなかった

ときは、期限の利益を喪失させ、貸し付けた修学資金のうち全部又は一部を一括して返還させ

ることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、借受人は、第７条第１項第４号の規定に該当したことにより修

学資金の貸付けの決定を取り消されたときは、借り受けた修学資金を市長が指定する期日まで

に一括して返還しなければならない。 

（返還の免除） 

第１０条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該借受人（借受人が死亡

した場合は連帯保証人）の申請により、貸し付けた修学資金（既に返還した額を除く。）の全

部又は一部の返還を免除することができる。 

⑴ 指定保育士養成施設を卒業した日の翌日から起算して１年以内に、市内に所在する保育所

等に規則で定める雇用形態により保育士として雇用され、継続して３年間勤務したとき。 

⑵ 死亡したとき。 

⑶ 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき。 

（返還の猶予） 

第１１条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該借受人の申請により、

当該各号に掲げる事由が継続する期間、貸し付けた修学資金の返還を猶予することができる。 

⑴ 第７条第１項第２号又は第３号の規定に該当したことにより修学資金の貸付けの決定が取

り消された後も引き続き指定保育士養成施設に在学しているとき。 

⑵ 前条第１号の規定による修学資金の返還の免除を受けると見込まれるとき。 

⑶ 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき。 

（返還の免除又は猶予の決定） 

第１２条 市長は、第１０条又は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、返

還の免除又は猶予の可否を決定し、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。 

（遅延損害金） 

第１３条 借受人は、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌

日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき修学資金の額に法定利率を乗じて得た額に相

当する額の遅延損害金を支払わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると

認めるときは、この限りでない。 
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（委任） 

第１４条 この条例に定めるもののほか、修学資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が規則で

定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 将来市内に所在する保育所等において保育士として勤務しようとする者に対し、その修学に必

要な資金を貸し付け、支援することにより、市内における保育士の確保を図るため、新たに条例

を制定しようとするものである。 
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議案第６０号 

附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について 

附属機関設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和４年８月２５日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

附属機関設置条例の一部を改正する条例 

附属機関設置条例（昭和３４年木更津市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

別表に次のように加える。 

木更津市農業

振興推進委員

会 

木更津市農業振興計

画の策定及び推進に

ついて審議し、必要

な事項を市長に答申

し、又は建議するこ

と。 

委員長 

副委員長 

委員 

１ 学識経験者 

２ 関係団体を代表す 

る者 

３ 公募 

４ 関係行政機関の職 

 員 

２０人以内 ２年 

附 則 

 この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市農業振興推進委員会を設置するため、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第６１号 

手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和４年８月２５日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

木更津市条例第  号 

手数料条例の一部を改正する条例 

手数料条例（昭和３１年木更津市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

別表第３建築基準法第８５条第５項の規定による仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

の項中「第８５条第５項」を「第８５条第６項」に改め、同表建築基準法第８５条第６項の規定

による仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査の項中「第８５条第６項」を「第８５条第

７項」に改め、同表建築基準法第８７条の３第５項の規定による興行場等の使用の許可の申請に

対する審査の項中「第８７条の３第５項」を「第８７条の３第６項」に改め、同表建築基準法第

８７条の３第６項の規定による特別興行場等の使用の許可の申請に対する審査の項中「第８７条

の３第６項」を「第８７条の３第７項」に改め、同表長期優良住宅の普及の促進に関する法律第

５条第１項から第５項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請（住宅を増築し、

又は改築する場合に限る。）に対する審査の項の次に次のように加える。 

長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第５条第６項

又は第７項の規定による長

期優良住宅維持保全計画の

認定の申請に対する審査 

長期優良住宅維持保全計

画認定申請手数料 

⑴ 申請に係る長期優良住宅維持保全計

画が、登録住宅性能評価機関により、

長期優良住宅の普及の促進に関する法

律第６条第１項第１号の規定に適合し

ていると認められたものである場合 

認定申請１件につき 

ア 一戸建ての住宅（人の居住の用以

外の用途に供する部分を有しないも

のに限る。以下この項において同じ 

。） １２，０００円 

イ 共同住宅等（共同住宅、長屋その

他の一戸建ての住宅以外の住宅をい
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う。以下この項において同じ。） 

次に掲げる住戸の総数の区分に応じ 

、それぞれに定める額を一の共同住

宅等における申請戸数で除して得た

額（その額に１００円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てた額） 

（ア） ５戸以下のもの ２３，０

００円 

（イ） ５戸を超え１０戸以下のも

の ４０，０００円 

（ウ） １０戸を超え２５戸以下の

もの ６２，０００円 

（エ） ２５戸を超え５０戸以下の

もの １０８，０００円 

（オ） ５０戸を超え１００戸以下

のもの １７６，０００円 

（カ） １００戸を超え２００戸以

下のもの ２９５，０００円 

（キ） ２００戸を超え３００戸以

下のもの ３６７，０００円 

（ク） ３００戸を超えるもの ４

０３，０００円 

⑵ ⑴以外の場合 認定申請１件につき 

ア 一戸建ての住宅 ６２，０００円 

イ 共同住宅等 次に掲げる住戸の総

数の区分に応じ、それぞれに定める

額を一の共同住宅等における申請戸

数で除して得た額（その額に１００

円未満の端数があるときは、これを
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切り捨てた額） 

（ア） ５戸以下のもの １５２，

０００円 

（イ） ５戸を超え１０戸以下のも

の ２４４，０００円 

（ウ） １０戸を超え２５戸以下の

もの ４８３，０００円 

（エ） ２５戸を超え５０戸以下の

もの ８７９，０００円 

（オ） ５０戸を超え１００戸以下

のもの １，５３１，０００円 

（カ） １００戸を超え２００戸以

下のもの ２，８３５，０００円 

（キ） ２００戸を超え３００戸以

下のもの ４，０６０，０００円 

（ク） ３００戸を超えるもの ４ 

，９７０，０００円 

別表第３長期優良住宅の普及の促進に関する法律第８条第１項の規定による長期優良住宅建築

等計画の変更の認定の申請（住宅を増築し、又は改築する場合に限る。）に対する審査の項の次

に次のように加える。 

長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第８条第１項

の規定による長期優良住宅

維持保全計画の変更の認定

の申請に対する審査 

長期優良住宅維持保全計

画変更認定申請手数料 

変更認定申請１件につき、長期優良住宅

の普及の促進に関する法律第５条第６項

又は第７項の規定による長期優良住宅維

持保全計画の認定の申請に対する審査の

項単位及び金額の欄に掲げる区分に応じ 

、それぞれ同欄に定める額に２分の１を

乗じて得た額（その額に１００円未満の

端数があるときは、これを切り捨てた額 

） 
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附 則 

この条例は、令和４年１０月１日から施行する。ただし、別表第３建築基準法第８５条第５項

の規定による仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査の項、同表建築基準法第８５条第６項

の規定による仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査の項、同表建築基準法第８７条の３

第５項の規定による興行場等の使用の許可の申請に対する審査の項及び同表建築基準法第８７条

の３第６項の規定による特別興行場等の使用の許可の申請に対する審査の項の改正規定は、公布

の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等

の一部を改正する法律（令和３年法律第４８号）及び地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令和４年法律第４４号）の施行に伴い、関

係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第６２号 

木更津市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 木更津市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  令和４年８月２５日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

   木更津市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 木更津市職員の育児休業等に関する条例（平成４年木更津市条例第２号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第３号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であって、次のいずれ

かに該当するもの」に改め、同号ア(ア)中「第２条の４」を「当該子の出生の日から第３条の２

に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から６月を経過する

日、第２条の４」に、「、２歳」を「当該子が２歳」に改め、同号イを次のように改める。 

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 

   (ア) その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）（当該子につい

て当該非常勤職員が第２条の３第２号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末

日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以

下(ア)において同じ。）において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第３号

に掲げる場合に該当して当該子の１歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児

休業をしようとするもの 

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であ

って、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されること

に伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用

の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの 

 第２条第３号ウを削る。 

 第２条の３第３号ア及びイ以外の部分を次のように改める。 

１歳から１歳６箇月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれ 

にも該当する場合（当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合 

であって第３条第７号に掲げる事情に該当するときはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、 
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任命権者が定める特別の事情がある場合にあってはウに掲げる場合に該当する場合） 当該

子の１歳６箇月到達日 

 第２条の３第３号中イをウとし、同号ア中「非常勤職員がする」を「非常勤職員が前号に掲げ

る場合に該当してする」に、「配偶者がする」を「配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当す

る場合に該当してする」に改め、同号アを同号イとし、同号にアとして次のように加える。 

ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当して

する育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場

合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である

場合にあっては、当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方

等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当該

配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場

合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業

の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

 第２条の３第３号に次のように加える。 

エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げ

る場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場

合にあっては、当該末日とされた日）後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育

児休業をしたことがない場合 

 第２条の４各号列記以外の部分を次のように改める。 

育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６箇月から２歳に達するまでの子を養

育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの

条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第７号に掲げる事情に該当するとき

は第２号及び第３号に掲げる場合に該当する場合、任命権者が定める特別の事情がある場合に

あっては同号に掲げる場合に該当する場合）とする。 

第２条の４中第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同号の前に次の１号を加える。 

⑴ 当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶者がこの条の

規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、

当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とす

る育児休業をしようとする場合 
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第２条の４に次の１号を加える。 

⑷ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日後の期間においてこの条の

規定に該当して育児休業をしたことがない場合 

 第２条の５を削る。 

 第３条中第５号を削り、第６号を第５号とし、同条第７号中「第２条の４」を「前条」に改め、

同号を同条第６号とし、同条第８号中「その任期」を「任期を定めて採用された職員であって、 

当該任期」に、「非常勤職員」を「もの」に、「育児休業に係る子について、当該任期が」を「 

任期を」に、「に特定職に引き続き」を「引き続いて特定職に」に、「当該任期の末日」を「当 

該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日」に、「当該引き続き採用される」を「 

当該採用の」に改め、同号を同条第７号とし、同条の次に次の１条を加える。 

（育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間） 

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定め 

る期間は、５７日間とする。 

 第１０条第６号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の 

木更津市職員の育児休業等に関する条例第３条（第５号に係る部分に限る。）及び第１０条（ 

第６号に係る部分に限る。）の規定の適用については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

提案理由 

 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働

者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律（令和４年法

律第３５号）の施行に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第６３号 

木更津市金田地域交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

木更津市金田地域交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定する。 

令和４年８月２５日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市金田地域交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

木更津市金田地域交流センターの設置及び管理に関する条例（平成３０年木更津市条例第２号）

の一部を次のように改正する。 

別表会議室４の項を削り、和室２の項の次に次のように加える。 

コワーキングスペース（１人１席利用） １時間当たり ５０円 

 別表の備考の４中「場合」の次に「（コワーキングスペース（１人１席利用）を利用する場合

を除く。）」を加える。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年１月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行す

る。 

（施行前の準備） 

２ この条例による改正後の木更津市金田地域交流センターの設置及び管理に関する条例の規定

による利用料金の決定の手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことが

できる。 

 

 

 

提案理由 

木更津市金田地域交流センターにコワーキングスペースを設置するため、関係条文の整備をし

ようとするものである。 
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議案第６４号 

木更津市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和４年８月２５日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

   木更津市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

木更津市営体育施設の設置及び管理に関する条例（昭和５４年木更津市条例第１１号）の一部

を次のように改正する。 

 第４条の表木更津市営江川総合運動場（野球場及び陸上競技場）の項中「木更津市営江川総合

運動場（野球場及び陸上競技場）」を「木更津市営江川総合運動場（第１野球場、第２野球場、

陸上競技場及び管理棟会議室）」に改め、同表木更津市営江川総合運動場（庭球場）の項中「木 

更津市営江川総合運動場（庭球場）」を「木更津市営江川総合運動場（庭球場及びサッカー場）」

に改め、「午後５時まで」の次に「。ただし、使用に支障がないと認めて許可したときは、午前 

６時から、又は午後７時３０分まで開場することができる。」を加える。 

第１５条中「別表第４」を「別表第５」に改める。 

 別表第１庭球場（１コートにつき）の項中「庭球場（１コートにつき）」を「貝渕庭球場（１ 

コートにつき）」に改める。 

 別表第２野球場の項中「野球場」を「市営野球場」に改め、同表市営野球場ミーティングルー 

ムの項中「２時間」を「２時間の」に改める。 

別表第３に次のように加える。 

サッカー場 アマチュアスポーツに使用する場合 ２，６３０円 

その他の場合 １０，５２０円 

別表第３の備考の３の次に次のように加える。 

４ 使用者が、アマチュアスポーツに使用する場合において、サッカー場の半面以下を使用 

   するときの使用料は、本表に規定する使用料の５割に相当する額とする。 

 別表第４電光式得点表示盤の項中「電光式得点表示盤」を「電光式得点表示盤（体育館）」に

改め、同表放送設備（陸上競技場）の項中「放送設備（陸上競技場）」を「放送設備（江川総合

運動場）」に改め、同表に次のように加える。 
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電光掲示板（江川総合運動場 

第１野球場） 

一式           １，１５０円 

別表第４を別表第５とし、別表第３の次に次の別表を加える。 

別表第４（第１５条） 

 使用時間  

午前 午後 全日 

全日以外の使用 

（２時間３０分 

以内） 

 

 

使用区分 

 午前８時３０分

から午前１２時

まで 

午後１時から午

後５時まで 

午前８時３０分

から午後５時ま

で 

午前８時３０分

以前及び午後５

時以降 

江川総合運動場 

第１野球場 

学生野球チー

ム 

１，６６０円 

 

２，４７０円 

 

４，１３０円 

 

４６０円 

 

一般野球チー

ム 

２，４７０円 

 

３，３２０円 

 

５，７９０円 

 

８１０円 

 

職業野球チー

ム 

４，９８０円 

 

６，６４０円 

 

１１，６２０円 

 

１，６６０円 

 

江川総合運動場 

第２野球場 

学生野球チー

ム 

１，３５０円 ２，０１０円 

 

３，３６０円 

 

３８０円 

 

一般野球チー

ム 

２，０１０円 

 

２，７００円 

 

４，７１０円 

 

６６０円 

 

職業野球チー

ム 

４，０５０円 

 

５，４００円 

 

９，４５０円 

 

１，３５０円 

 

江川総合運動場管理棟会議室 ２時間の使用につき ３８０円 

江川総合運動場庭球場（１コ

ート） 

２時間の使用につき ５００円 

 備考  

１ 本市の住民でない者（本市に勤務先を有する者及び職業野球チームを除く。）が本表の

体育施設を使用するときの使用料は、本表に規定する使用料（以下この表において「規定

使用料」という。）にその５割に相当する額を加算した額とする。 
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２ 江川総合運動場管理棟会議室及び江川総合運動場庭球場（１コート）の使用時間を超過

し、又は繰り上げて使用するときの使用料は、超過又は繰り上げ１時間（１時間未満の端

数があるときは、これを１時間に切り上げて計算する。）につき、規定使用料の５割に相

当する額とする。 

  附 則 

 この条例は、公布の日から起算して８月を超えない範囲内において規則で定める日から施行す

る。ただし、第４条の表木更津市営江川総合運動場（庭球場）の項の改正規定（「木更津市営江

川総合運動場（庭球場）」を「木更津市営江川総合運動場（庭球場及びサッカー場）」に改める

部分に限る。）、別表第３に次のように加える改正規定及び同表の備考の３の次に次のように加

える改正規定は、公布の日から起算して１年３月を超えない範囲内において規則で定める日から

施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市営江川総合運動場に第１野球場、管理棟会議室及びサッカー場を設置する等のため、

関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第６５号 

木更津市子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 木更津市子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように

制定する。 

  令和４年８月２５日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

木更津市子育て支援センターの設置及び管理に関する条例（平成２４年木更津市条例第６号）

の一部を次のように改正する。 

第２条の表を次のように改める。 

名称 位置 

木更津市わかば子育て支援センター 木更津市大和三丁目２番４号 

木更津市請西子育て支援センター 木更津市請西東七丁目２番地１ 

第４条第１号中「日曜日」の次に「（木更津市請西子育て支援センター（以下「請西支援セン

ター」という。）に限る。）」を加え、同条第３号中「前２号」を「前３号」に改め、同号を同

条第４号とし、同条中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

⑵ 土曜日（木更津市わかば子育て支援センター（以下「わかば支援センター」という。）に

限る。） 

第５条第１項を次のように改める。 

支援センターの開館時間は、次の各号に掲げる支援センターの区分に応じ、当該各号に掲げ

るとおりとする。 

⑴ わかば支援センター 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑵ 請西支援センター 午前８時３０分から午後５時まで（土曜日にあっては午前８時３０分

から正午まで） 

第５条第２項中「指定管理者（」を「第１項の規定にかかわらず、指定管理者（」に、「前項

の」を「第１項第２号に規定する」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項

を加える。 
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２ 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、前項第１号に規定する開館

時間を変更することができる。 

第６条中「その」を「請西支援センターの」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第８条から第１１条まで及び

第１５条第１項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第１４条（見出しを含む。）並びに

第１５条の見出し及び同条第１項中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとす

る。 

第８条から第１１条までの規定中「指定管理者」を「市長」に改める。 

第１４条（見出しを含む。）中「利用料金」を「使用料」に改める。 

第１５条の見出し中「利用料金」を「の使用料」に改め、同条第１項中「利用料金を指定管理

者」を「の使用料を市長」に改め、同条第２項中「利用料金」を「の使用料」に改め、「の範囲

内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるもの」を削り、同項の表乳幼児

の区分の項中「利用料」を「使用料」に改め、同表に備考として次のように加える。 

備考 利用時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間に切り上げて計算する。 

第１５条第３項中「利用料金」を「の利用料金」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項

の次に次の１項を加える。 

３ 第６条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前項の表に定める金額の

範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が一時預かりの利用料金を定める

ものとする。 

附 則 

この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

提案理由 

 木更津市わかば子育て支援センターを設置するため、関係条文の整備をしようとするものであ

る。 
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議案第６６号 

   財産（土地）の取得について 

市は、次の土地を取得する。 

令和４年８月２５日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 土地の表示 

     所 在  木更津都市計画事業金田西特定土地区画整理事業施行区域内 

          仮換地１００街区２画地 

地 積  ９，１７８平方メートル 

２ 取 得 目 的  木更津市立金田小学校用地 

３ 取 得 金 額  ２０１，３０４，１３４円 

４ 取得の相手方  千葉県千葉市中央区市場町１番１号 

千葉県 

千葉県知事 熊谷 俊人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 金田地区における児童の増加に伴う教育環境の整備のため、木更津市立金田小学校用地として

土地を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

（昭和３９年木更津市条例第９号）第３条の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第６７号 

工事請負契約の締結について 

市は、次のとおり工事請負契約を締結する。 

令和４年８月２５日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

１ 工 事 名  江川総合運動場拡張整備（サッカー場）施設整備工事 

２ 工 事 場 所  木更津市久津間字見通１４００番地ほか 

３ 工 事 概 要  公園土工           一式 

          植栽工            一式 

          園路広場整備工        一式 

          園路縁石工          一式 

          サービス施設整備工      一式 

          管理施設整備工        一式 

          グラウンド・コート舗装工   一式 

          グラウンド・コート柵工    一式 

          仮設工            一式 

４ 契 約 金 額  １９２，５００，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

５ 契約の相手方  木更津市富士見三丁目１番２２号 

          セントラル株式会社 

          代表取締役 元吉 和江 

６ 契約の方法  制限付一般競争入札 

 

 

 

 

提案理由 

 江川総合運動場拡張整備（サッカー場）施設整備工事の工事請負契約の締結をするにあたり、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年木更津市条例第９

号）第２条の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第６８号 

工事請負変更契約の締結について 

市は、次のとおり工事請負変更契約を締結する。 

令和４年８月２５日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 工 事 名  江川総合運動場拡張整備（野球場）施設整備工事 

２ 工 事 場 所  木更津市久津間字見通１３６７番ほか 

３ 工 事 概 要  公園土工      一式 

          スタンド施設工   一式 

          グランド施設工   一式 

          グランド外柵工   一式 

          仮設工       一式 

          仮撤去・復旧工   一式 

４ 契 約 金 額  変更前 ３８５，０００，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

          変更後 ４１０，０５４，７００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

５ 契約の相手方  木更津市富士見三丁目１番２２号 

          セントラル株式会社 

          代表取締役 元吉 和江 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 令和３年１２月１５日に可決された江川総合運動場拡張整備（野球場）施設整備工事の工事請

負契約の変更契約の締結をするにあたり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例（昭和３９年木更津市条例第９号）第２条の規定により、議会の議決を得ようとする

ものである。 
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議案第６９号 

   千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び千葉県市町村総合事務

組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について 

 四市複合事務組合の千葉県市町村総合事務組合への加入に伴い、千葉県市町村総合事務組合を

組織する地方公共団体の数の増加及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約を次

のとおり制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規

定により、関係地方公共団体と協議するに当たり、同法第２９０条の規定により議会の議決を求

める。 

  令和４年８月２５日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

   千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約 

千葉県市町村総合事務組合規約（昭和３０年千葉県告示第４９６号）の一部を次のように改正

する。 

別表第１中「安房郡市広域市町村圏事務組合」を「安房郡市広域市町村圏事務組合 四市複合

事務組合」に改める。 

別表第２第３条第１項第１１号に掲げる事務の項中「安房郡市広域市町村圏事務組合」を「安

房郡市広域市町村圏事務組合 四市複合事務組合」に改める。 

附 則 

この規約は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

提案理由 

 四市複合事務組合の千葉県市町村総合事務組合への加入に伴い、千葉県市町村総合事務組合を

組織する地方公共団体の数の増加及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約を制

定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９０条の規定により、議会の

議決を得ようとするものである。 
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議案第７１号 

令和３年度木更津市下水道事業決算の認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和３年度木更

津市下水道事業決算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

  令和４年８月２５日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

決算書類 

１ 決算報告書 

２ 損益計算書 

３ 剰余金計算書 

４ 剰余金処分計算書 

５ 貸借対照表 

提案理由 

令和３年度木更津市下水道事業決算の認定を受けようとするものである。 
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